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急所施設の耐震化状況（水道）【長崎県】

施設能力
（m3/日）

耐震化施設能力
（m3/日）

耐震化率
（％）

対象管路延長
（km）

対象管路のうち、
耐震適合管延長
（耐震管含む）

（km）

対象管路のうち、
耐震管延長
（km）

耐震化率
（耐震適合率）

（％）

耐震管率
（％）

長崎市 101,477 1,699 2% 60.56 51.34 51.34 85% 85%

佐世保市 160,250 33,620 21% 75.05 36.64 20.36 49% 27%

平戸市 1,350 0 0% 31.66 0.89 0.89 3% 3%

大村市 43,730 30,810 70% 33.29 1.43 1.43 4% 4%

諫早市 69,031 12,127 18% 61.93 23.03 14.38 37% 23%

松浦市 26,932 0 0% 38.41 6.49 0.00 17% 0%

佐々町 9,200 0 0% 3.61 3.33 1.46 92% 40%

川棚町 15,905 0 0% 4.03 1.64 0.81 41% 20%

島原市 25,500 5,180 20% 7.05 5.96 1.74 84% 25%

長与町 13,760 5,838 42% 11.49 6.32 4.50 55% 39%

時津町 11,618 0 0% 16.93 4.93 1.32 29% 8%

壱岐市 - - - 36.98 17.41 17.41 47% 47%

波佐見町 5,947 0 0% 7.70 2.32 0.43 30% 6%

南島原市 23,412 0 0% 15.59 1.15 0.89 7% 6%

西海市 18,866 2,056 11% 56.68 7.25 7.25 13% 13%

東彼杵町 4,231 0 0% 9.21 0.16 0.00 2% 0%

五島市 17,600 10,716 61% 58.19 24.14 4.48 41% 8%

対馬市 17,146 0 0 85.21 15.29 0.61 18% 1%

新上五島町 11,482 0 0% 55.79 16.92 7.58 30% 14%

雲仙市 24,949 0 0% 4.89 2.44 0.40 50% 8%

佐世保市 8,351 3,956 47% 26.67 1.23 0.00 5% 0%

島原市 1,000 1,000 100% 0.71 0.63 0.02 90% 3%

諫早市 1,669 0 0% 0.40 0.00 0.00 0% 0%

五島市 1,805 0 0% 15.63 1.66 0.05 11% 0%

西海市 844 0 0% 4.69 0.00 0.00 0% 0%

小値賀町 1,455 0 0% 5.08 0.00 0.00 0% 0%

617,510 107,002 17% 727.39 232.58 137.35 32% 19%

施設能力
（m3/日）

耐震化施設能力
（m3/日）

耐震化率
（％）

対象管路延長
（km）

対象管路のうち、
耐震適合管延長
（耐震管含む）

（km）

対象管路のうち、
耐震管延長
（km）

耐震化率
（耐震適合率）

（％）

耐震管率
（％）

長崎市 176,150 34,760 20% 240.69 166.50 166.50 69% 69%

佐世保市 110,240 50,600 46% 142.29 15.29 13.25 11% 9%

平戸市 14,614 3,992 27% 114.89 34.09 33.37 30% 29%

大村市 44,560 6,030 14% 67.33 14.15 14.15 21% 21%

諫早市 69,031 12,127 18% 103.68 43.76 27.93 42% 27%

松浦市 13,800 0 0% 52.54 8.09 0.69 15% 1%

佐々町 9,200 0 0% 5.00 0.88 0.87 18% 17%

川棚町 9,295 2,390 26% 11.85 2.43 1.39 21% 12%

島原市 25,500 3,280 13% 6.02 3.33 3.15 55% 52%

長与町 13,760 231 2% 13.87 10.07 4.19 73% 30%

時津町 13,000 0 0% 5.69 0.30 0.22 5% 4%

壱岐市 18,587 0 0% 65.35 4.22 4.22 6% 6%

波佐見町 5,800 0 0% 11.50 1.70 1.70 15% 15%

南島原市 20,866 805 4% 79.71 52.33 43.10 66% 54%

西海市 15,521 2,910 19% 81.99 10.80 10.80 13% 13%

東彼杵町 9,218 0 0% 10.80 2.96 2.65 27% 25%

五島市 15,750 5,790 37% 28.38 4.66 1.05 16% 4%

対馬市 15,416 130 1% 105.04 6.92 0.00 7% 0%

新上五島町 12,679 1,469 12% 100.51 30.70 9.88 31% 10%

雲仙市 26,544 5,125 19% 11.55 7.63 4.27 66% 37%

佐世保市 7,517 2,014 27% 32.47 0.46 0.00 1% 0%

島原市 1,000 0 0% 2.00 1.09 0.02 54% 1%

諫早市 1,669 0 0% 1.87 0.00 0.00 0% 0%

五島市 1,653 1,320 80% 3.55 1.33 0.72 37% 20%

西海市 762 0 0% 2.27 0.00 0.00 0% 0%

小値賀町 477 0 0% 6.43 0.00 0.00 0% 0%

652,609 132,973 20% 1,307.25 423.69 344.13 32% 26%

※「-」印は、対象施設がない場合または不明な場合を示す。

※複数の簡易水道事業を運営している自治体においては各簡易水道事業の合計値を示す。

※浄水場の施設能力は用水・分水を除いている。

※対象施設は水道施設の技術的基準を定める省令において、レベル１地震動に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつレベル２地震動に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の
機能に重大な影響を及ぼさないことを定める施設を対象としている。

上

水

道

事

業

簡

易

水

道

事

業

合計

事業種別 事業主体名等

取水施設 導水管

浄水施設 送水管

上

水

道

事

業

簡

易

水

道

事

業

合計

事業種別 事業主体名等
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急所施設の耐震化状況（水道）【長崎県】

有効容量
（m3）

耐震化有効容量
（m3）

耐震化率
（％）

長崎市 107,825 57,840 54%

佐世保市 69,985 21,936 31%

平戸市 13,926 1,788 13%

大村市 33,902 33,015 97%

諫早市 36,845 23,706 64%

松浦市 12,102 0 0%

佐々町 2,000 0 0%

川棚町 - - -

島原市 12,583 5,170 41%

長与町 11,461 8,270 72%

時津町 12,000 0 0%

壱岐市 2,303 60 3%

波佐見町 4,156 637 15%

南島原市 17,390 2,615 15%

西海市 12,815 0 0%

東彼杵町 2,093 0 0%

五島市 9,043 3,905 43%

対馬市 1,849 257 14%

新上五島町 1,302 1,302 100%

雲仙市 17,339 2,304 13%

佐世保市 3,540 2,045 58%

島原市 800 0 0%

諫早市 502 0 0%

五島市 - - -

西海市 506 40 8%

小値賀町 478 0 0%

386,745 164,890 43%

※「-」印は、対象施設がない場合または不明な場合を示す。

※複数の簡易水道事業を運営している自治体においては各簡易水道事業の合計値を示す。

※浄水場の施設能力は用水・分水を除いている。

簡

易

水

道

事

業

合計

※対象施設は水道施設の技術的基準を定める省令において、レベル１地震動に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつレベル２地震動に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の
機能に重大な影響を及ぼさないことを定める施設を対象としている。

事業種別 事業主体名等

上

水

道

事

業

配水池
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重要施設に接続する水道管路（配水本管及び配水支管）の耐震化状況（水道）【長崎県】

対象管路延長
（km）

対象管路のうち、耐
震適合管延長
（耐震管含む）

（km）

対象管路のうち、耐
震管延長
（km）

耐震適合率
（％）

耐震管率
（％）

長崎市 174.66 52.76 52.76 30% 30%

佐世保市 51.29 17.83 7.95 35% 15%

平戸市 - - - - -

大村市 24.04 2.42 2.42 10% 10%

諫早市 28.57 15.93 6.92 56% 24%

松浦市 5.54 0.00 0.00 0% 0%

佐々町 16.57 3.90 3.90 24% 24%

川棚町 4.46 1.69 1.69 38% 38%

島原市 - - - - -

長与町 - - - - -

時津町 17.53 0.37 0.37 2% 2%

壱岐市 65.92 0.00 0.00 0% 0%

波佐見町 0.70 0.20 0.00 29% 0%

南島原市 0.49 0.49 0.49 100% 100%

西海市 17.30 2.80 2.80 16% 16%

東彼杵町 1.24 0.90 0.00 73% 0%

五島市 - - - - -

対馬市 - - - - -

新上五島町 - - - - -

雲仙市 2.40 0.00 0.00 0% 0%

佐世保市 - - - - -

五島市 - - - - -

西海市 - - - - -

小値賀町 3.57 0.00 0.00 0% 0%

414.27 99.29 79.29 24% 19%

※「-」印は、対象施設がない場合を示す。

※複数の簡易水道事業を運営している自治体においては各簡易水道事業の合計値を示す。

合計

事業種別 事業主体名等

重要施設に接続する水道管路（配水本管及び配水支管）

上

水

道

事

業

簡

易

水

道

事

業

-119-



令 和 ６ 年 1 1 月 2 9 日 

水管理・国土保全局水道事業課  

（上下水道審議官グループ）  

 

水道における PFOS 及び PFOA に関する調査の結果について 

（水道事業及び水道用水供給事業分） 

１．国土交通省と環境省が共同で実施した「水道における PFOS及び PFOAに関す

る調査」のうち、水道事業及び水道用水供給事業の令和２年度から令和６年

度（令和６年度は９月 30 日時点）までの結果について取りまとめたので公表

します。 

２．調査の結果、PFOS 及び PFOA の水質検査を実施した事業の数は毎年増加して

おり、令和２年度から６年度までに検査を行ったことがある事業数は 2,227事

業でした。 

３．検査の結果、暫定目標値※２を超過した事業は、令和２年度は 11 事業ありま

したが、年々減少し、令和５年度は３事業、令和６年度（９月 30 日時点）は

０事業でした。なお、令和５年度までのいずれかで暫定目標値を超過した全

14事業において、最新の検査結果では、全て暫定目標値を下回っています。 

４．我が国の水道の給水人口に対し、今回の調査において、暫定目標値以下の

水質の水道水が確認されている給水人口の割合は 98.2％※３でした。 

５．国土交通省としては、水道において PFOS及び PFOAの暫定目標値の超過が確

認された場合は、引き続き、環境省と連携し、水道事業者等により適切な対

応が速やかに図られるよう取り組んでまいります。また、専用水道※４の回答

結果については、現在集計中のため、取りまとめ次第公表する予定です。 

 

 

国土交通省と環境省が共同で実施した「水道における PFOS及び PFOAに関す

る調査」のうち、水道事業及び水道用水供給事業※１の結果について取りまと

めたので公表します。 

同時発表：環境省 
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※１ 水道事業、水道用水供給事業： 

水道法第３条第２項に規定する水道事業、同条第４項に規定する水道用水供給事業。いずれも、水

道法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の認可が必要であり、主に市町村・都道府県により経営

されている。 

※２ PFOS及び PFOAの暫定目標値： 

令和２年度に水質管理目標設定項目に位置づけ、暫定目標値として、PFOS及び PFOAの合算で 50ng/L

を設定。体重 50kg の人が水を一生涯にわたって毎日２リットル飲用したとしても、この濃度以下であ

れば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されたもの。 

※３ 残り1.8%は、今回の調査において、検査未実施、未回答の水道事業（受水元の水道用水供給事業

の検査結果が暫定目標値以下の事業は除く）のほか、専用水道による給水人口が含まれる。 

※４ 専用水道： 

水道法第３条第６項に規定する自家用水道等 

 

 

【添付資料】 

（別添）水道における PFOS及び PFOAに関する調査の結果について 

（水道事業及び水道用水供給事業分） 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00045.ht

ml 

【問い合わせ先】 

＜水道事業者等の対応に関すること＞ 

国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課（上下水道審議官グループ）山口、渡部 

代表：03-5253-8111（内34435）、直通：03-5253-8819 

＜調査の結果に関すること＞ 

環境省 水・大気環境局 環境管理課 水道水質・衛生管理室 柳田、渡辺 

代表：03-3581-3351、直通：03-5521-8300 
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1 

水道における PFOS 及び PFOA に関する調査の結果について 

（水道事業及び水道用水供給事業分） 

 

１．概要 

水道施設におけるPFOS及びPFOAの検出状況等を把握するため、水道事業、水道用

水供給事業及び専用水道を対象に、国土交通省と環境省は共同で令和６年５月 29 日

に「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査」を発出した。 

今回、そのうち水道事業及び水道用水供給事業※１（以下「水道事業等」という。）

の回答結果を取りまとめたので公表する。 

※１ 水道法第３条第２項に規定する水道事業及び、同条第４項に規定する水道用水供給事業。いずれも、水   

道法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の認可が必要であり、主に市町村・都道府県により経営され

ている。 

 

２．調査の概要 

（１）調査対象 

水道事業等 

（２）調査期間 

令和６年５月 29 日～９月 30 日 

（３）調査内容 

PFOS 及び PFOA の水質検査結果 等 

 

３．結果の概要 

（１）調査への回答及び水質検査の実施状況 

調査への回答状況及び水質検査の実施状況を表１に示す。 

 

表１ 調査への回答状況及び水質検査の実施状況 

 

※２ 令和２年度から令和６年度９月末までの間に水質検査を実施した場合、「有」として計上。 

※３ 水道事業のうち、「上水道事業」は給水人口が 5,000 人超である事業、「簡易水道事業」は給水人口が

101 人以上 5,000 人以下である事業である。 

 

 

有 無

上水道事業※３ 1,291 1,291 1,113 178
水道用水供給事業 88 88 83 5

簡易水道事業※３ 2,376 2,216 1,031 1,185

合計 3,755 3,595 2,227 1,368

事業数

回答数

回答総数
検査実績※２
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 令和２年度に PFOS 及び PFOA を水質管理目標設定項目※4に位置付けて以降、PFOS

及び PFOA の水質検査を実施した事業の数は毎年増加しており、令和２年度から６年

度までに検査を行ったことがある事業数は 2,227 事業であった。 

検査実績が「無」と回答した水道事業等において検査を実施していない理由を表

２に示す。理由のうち「その他」については、「検査スケジュール上、本調査の報告

期限に間に合わない」等が理由として挙げられていた。 

※４ 水質管理目標設定項目 

毒性の評価値が暫定であるため等により、水道水質基準となっていないものの、水道水質管理上留意

すべき項目。 

 

表２ 検査を実施していない理由 

 
 

（２）水質検査の結果 

PFOS及び PFOAの暫定目標値(50ng/L)※５を超過した事業数は、図 1-1のとおりであ

った。暫定目標値を超過した事業数は、令和２年度は 11 事業あったが、年々減少し、

令和５年度は３事業、令和６年度（９月 30 日時点）では０事業であった。なお、令

和５年度までのいずれかで暫定目標値を超過した全 14 事業において、最新の検査結

果では、全て暫定目標値を下回っている。 

※５ 暫定目標値の考え方について 

    2020 年に設定された日本の水質の暫定目標値は、当時の科学的知見に基づき、体重 50kg の人が水を   

一生涯にわたって毎日２リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じ 

ないと考えられる水準を基に設定されたもの。 

（PFOS,PFOA に関するＱ＆Ａ集 https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf）。 

 

 

 

 

検査未実施理由 上水道事業 簡易水道事業 水道用水供給事業 合計

全量を水道用水供給事業から受水しているため 84 21 105

周辺環境から考えて、PFOS及びPFOAが含ま
れる可能性が低いと考えられたため

43 521 564

検査費用が負担となるため 8 263 271

水道法上の測定義務がないため 20 184 1 205

その他、未回答 23 196 4 223

計 178 1,185 5 1,368
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3 

 

図 1-1 年度別 PFOS 及び PFOA の暫定目標値を超過した事業数 

 

 

水質基準等の分類見直しの考え方※６を踏まえて、暫定目標値超過、50％（25ng/L）

超、10％（5ng/L）超についての分布を確認したところ、図 1-2 のとおりであった。 

 

※６ 「水道基準項目及び水質管理目標設定項目の分類に関する考え方」（第８回厚生科学審議会生活環境水

道部会（平成 22 年２月２日））の概要 

○水質管理目標設定項目が以下の両方の要件を満たす場合、水質基準項目への格上げを検討。 

分類要件１：最近３ヶ年継続で評価値の 10％（PFOS 及び PFOA の場合、5 ng/L）超過地点が１地点以上存在 

分類要件２：最近３ヶ年継続で評価値の 50％（PFOS 及び PFOA の場合、25 ng/L）超過地点が１地点以上存在 

又は最近５ヶ年の間に評価値（PFOS 及び PFOA の場合、50 ng/L）超過地点が１地点以上存在 

○ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該項目の浄水におけ

る検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して

判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめるべきものではない。 
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図 1-2 年度別 PFOS 及び PFOA の検出状況 

 

（注１）給水栓ではなく、浄水場出口や原水で検出状況を把握している場合はその結果を計上している。 

（注２）同一年度内に複数回、複数系統での測定を実施している場合には、最も高い値を検査結果としている。 

（注３）n.d.とは、検出下限値未満又は定量下限値未満を指す。 

  

 給水人口及び水質検査の検査実績に対する給水人口を表３に示す。 

 なお、我が国の水道の給水人口に対し、今回の調査において、過去の検査結果が

暫定目標値以下であった、あるいは過去の検査結果が暫定目標値を上回ったことが

あるものの必要な対応を行い、その後の検査結果で暫定目標値を下回っているな

ど、暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口の割合は、98.2％

（図２）であった。 

 

表３ 給水人口及び検査実績に対する給水人口 

 

(注４)四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

※７ 令和４年度水道統計。 

※８ 受水元の水道用水供給事業の検査結果が暫定目標値以下の給水人口を含む。 

※９ 今回の調査において検査未実施、未回答の水道事業（受水元の水道用水供給事業の検査結果が暫    

定目標値以下の事業を除く）。 
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度(9月末時点）

検査を実施した事業数
令和２年度：466
令和３年度：801

令和４年度：869

令和５年度：1,325
令和６年度（9/30時点）：1,745

給水人口※7 暫定目標値を下回った給水人口※８ 未確認※９・専用水道
上水道事業 120,508千人 119,335千人 1,174千人
簡易水道事業 1,623千人 1,024千人 599千人
専用水道 397千人 集計中 397千人
合計 122,529千人 120,359千人(約98.2%） 2,170千人
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図２ 暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口の割合 

 

 

４．今後の予定等 

 国土交通省と環境省は連携して、検査をまだ実施していない水道事業者に対し、

検査を実施するよう、引き続き呼びかけていく。 

また、本日、国土交通省において「水道事業者等によるこれまでの PFOS 及び PFOA

対応事例について」を公表した。今後、水道において PFOS 及び PFOA の暫定目標値

の超過が確認された場合は、引き続き、国土交通省と環境省が連携し、水道事業者

等により適切な対応が速やかに図られるよう取り組んでいく。 

 なお、本調査結果は、環境省が設置している水質基準逐次改正検討会等における

水道水質に関する目標値の検討に活用する予定である。また、専用水道の回答結果

は現在集計中であり、取りまとめ次第、公表する予定である。 

 

暫定目標値以下
98.2%

未確認
1.5%

専用水道
0.3%
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都道府県 事業者名 検査実績

令和２年度

最大値

（ng/L）

令和３年度

最大値

（ng/L）

令和４年度

最大値

（ng/L）

令和５年度

最大値

（ng/L）

令和６年度

最大値

（ng/L）

長崎県 大村市水道事業 有 nd nd 28 36

長崎県 五島市水道事業 無

長崎県 長与町水道事業 有 nd nd

長崎県 川棚町水道事業 有 nd

長崎県 対馬市水道事業 無

長崎県 雲仙市水道事業 有 17

長崎県 東彼杵町水道事業 有 nd

長崎県 波佐見町上水道事業 有 nd

長崎県 島原市水道事業 有 nd

長崎県 平戸市水道事業 有 nd

長崎県 松浦市水道事業 有 nd

長崎県 壱岐市水道事業 有 23

長崎県 西海市水道事業 有 nd

長崎県 南島原市水道事業 有 5

長崎県 時津町上水道事業 有 42 39 34 8

長崎県 佐々町水道事業 有 5

長崎県 新上五島町水道事業 有 nd 48

長崎県 諫早市上下水道事業 有 11 12 12 13 30

長崎県 佐世保市水道局 有 nd 4 nd

長崎県 長崎市水道事業 有 6

都道府県 事業者名 事業数 検査実績
検査実施

事業数
検査地点

令和２年度

最大値

（ng/L）

令和３年度

最大値

（ng/L）

令和４年度

最大値

（ng/L）

令和５年度

最大値

（ng/L）

令和６年度

最大値

（ng/L）

長崎県 奈留地区簡易水道事業 1 無 0

長崎県 久賀地区簡易水道事業 1 無 0

長崎県 椛島簡易水道事業 1 無 0

長崎県 宮簡易水道組合 1 有 1 原水のみ nd

長崎県 佐世保市黒島本村簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市田代簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市赤木簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市上木場簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市平松簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市下宇戸・川谷地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市世知原地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市上野原簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市神浦地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市北部簡易水道事業(宇久) 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市平地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市矢岳地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市船ノ村地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市北部地区簡易水道事業(鹿町） 1 有 1 給水栓水・原水 nd nd

長崎県 佐世保市歌ヶ浦地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 佐世保市神林地区簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 西海市簡易水道事業（崎戸町江島） 1 有 1 原水のみ nd

長崎県 西海市簡易水道事業（崎戸町平島） 1 有 1 原水のみ nd

長崎県 西海市簡易水道事業（大瀬戸町松島地区） 1 有 1 原水のみ nd

長崎県 小値賀町簡易水道事業 1 有 1 給水栓水のみ nd

長崎県 里美営農飲雑用水利用組合 1 無 0

長崎県 諫早市　赤崎 1 無 0

長崎県 諫早市　黒崎 1 無 0

長崎県 諫早市　小野島 1 無 0

長崎県 諫早市　川内町 1 無 0

長崎県 諫早市　長野 1 無 0

長崎県 諫早市　川内町新地 1 無 0

長崎県 諫早市　浜浦 1 無 0

長崎県 諫早市　柳谷 1 無 0

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

検査地点
自己水源

/全量受水

自己水源

/全量受水

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

給水栓水・浄水場出口水

給水栓水・原水

原水のみ

給水栓水・原水

給水栓水・浄水場出口水・原水

給水栓水・原水

給水栓水のみ

給水栓水・原水

給水栓水のみ

原水のみ

原水のみ

原水のみ

自己水源あり

自己水源あり

給水栓水・浄水場出口水・原水

給水栓水・原水

原水のみ

給水栓水のみ

原水のみ

給水栓水・原水

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり

自己水源あり
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長崎県水道事業概要（令和５年度） 
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